
函館市企業誘致情報サイト作成および運営・保守等業務に係る公募型 

プロポーザルに係る質問への回答 

 

※回答は質問順ではありません 

 

 質問内容 回答 

１ 

 

「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務に係る公募型プロポ

ーザル実施要領」の「3 参加資格要件（7）」

に「過去 10年以内に類似業務等の実績を

有すること。」とありますが，類似業務の

定義をお伺いできますでしょうか。 

 

自治体の企業誘致情報サイトのほか，

観光情報サイトなどの，自治体情報サイ

トの作成および運営・保守業務を指しま

す。 

２ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務に係る公募型プロポ

ーザル実施要領」の「7 企画提案の審査方

法および評価基準（2）審査方法 」につい

て，1者のみの応募となった場合の審査方

法はどのような手続きになるのでしょう

か。 

1 者のみの応募となった場合の審査方

法は書類審査を省略し，ヒアリング審査

を実施します。 

３ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務に係る公募型プロポ

ーザル実施要領」の「7 企画提案の審査方

法および評価基準（2）審査方法 イ ヒア

リング審査」について，対面での実施に限

られるのでしょうか。 

対面またはオンラインでの実施を選択

いただけます。 



４ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務企画提案仕様書」の「3 

履行期間」について、契約締結日から令和

6 年 3 月 31 日までと記載されております

が，契約上限額はサイト制作および契約

期間内の保守・運用の費用の合計の認識

でお間違いないでしょうか。また，運用・

保守での対応希望範囲および令和 6 月 4

月 1 日以降の運用・保守の発生有無およ

びその条件をお伺いできますでしょう

か。 

「函館市企業誘致情報サイト作成および

運営・保守等業務企画提案仕様書」の「4 

業務内容 (2)サイトの運営・保守 ウ そ

の他(ｱ)」に記載のとおり，令和 5年 12月

1 日からの本格運用開始を想定しており

ますので，契約上限額には令和 5年 12月

1日以降の運営・保守の費用も含まれてお

ります。 

令和 6 年 4 月 1 日以降の運営・保守業

務につきましては，別途協議となります。 

５ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務企画提案仕様書」の「4 

業務内容 (1) サイトの設計・構築 ア 

基本的事項」において、サイト構成やデザ

インについての言及がございますが，イ

メージと合致もしくは類似する参考サイ

トなどはございますでしょうか。 

企画提案の差別化を図るため，参加者

様独自のご提案をいただければ幸甚に存

じます。 

 

６ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務企画提案仕様書」の「4 

業務内容 (1) サイトの設計・構築 イ サ

イト構成」について，既に CMS化を想定し

ているコンテンツはございますでしょう

か。または CMS 化につきましてもご提案

させていただく形になりますでしょう

か。 

定期的な情報発信の機会として，総合

的な企業立地のお役立ち情報などのトピ

ックスは CMS 化を想定しておりますが，

基本的にはご提案いただく形となりま

す。 

 



７ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務企画提案仕様書」の「4 

業務内容 (2)サイトの運営・保守 イ セ

キュリティ対策等 (イ) 」について，予め

用意されたサーバーの環境を整えるので

はなく，サーバーの選定からご提案させ

ていただく認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりでございます。 

８ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務企画提案仕様書」の「4 

業務内容 (3) 開発スケジュール」につい

て、令和 5年（2023年）10月中旬にテス

トページ内部公開となっていますが，内

部公開の時点で開発が完了している必要

があるのでしょうか。 

テストページ内部公開はいわゆる検証

に該当し，全体のチェックを実施される

想定でしょうか。 

内部公開の時点で開発が完了している

必要はございません。 

お見込みのとおり，内部で全体のチェ

ックを実施いたします。 

 

９ 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務企画提案仕様書」の「4 

業務内容 (4) 成果品の提出 (イ)概要版

チラシ PDFデータ」について，本チラシの

使途をお伺いできますでしょうか。 

当市の展示会出展，企業訪問などの企

業誘致活動時の説明資料として活用させ

ていただくことを想定しております。 



10 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務 評価基準」内の，審

査項目 2 実施体制の業務運営体制の評

価基準を可能な範囲で具体的にお伺いで

きますでしょうか。 

業務内容や開発スケジュールを踏ま

え，業務を円滑に遂行できる人員体制が

構築されているかはもちろんのこと，Web

サイトの設計・開発やデザイン，コンテン

ツ制作などの役割毎に強みのある人員が

配置されているか（構成員含む），などと

なります。 

 

11 「函館市企業誘致情報サイト作成およ

び運営・保守等業務 評価基準」内の, 審

査項目 2 実施体制の事業実績は，「函館

市企業誘致情報サイト作成および運営・

保守等業務に係る公募型プロポーザル実

施要領」の「3 参加資格要件（7）」に記載

の類似業務を指しておりますでしょう

か。 

また，評価基準を可能な範囲で具体的

にお伺いできますでしょうか。 

事業実績につきましてはお見込みのと

おりです。 

評価基準につきましては，参加者様が

これまでどのような自治体情報サイト作

成の実績があるのかを踏まえ，函館市企

業誘致情報サイト作成および運営・保守

等業務を問題なく遂行できるか，などと

なります。 

 

 


